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１ はじめに

◆ 医療を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、医療技術の進歩、医療提供の場の

多様化等により変化しており、県民からは質の高いサービスの提供が期待され、

看護師の資質・能力の一層の向上が求められている中、看護基礎教育は看護師と

しての必要な心構えと資質・能力の向上の基礎を築くものとして充実・強化して

いく必要がある。

◆ また、医療・看護の高度化・専門化の進展とともに、薬剤師など他の医療職等

の教育養成年数の延長傾向から鑑み、看護師の養成に係る基礎教育の４年制化は

将来的に一般的になると思われることから、鳥取県内における看護師養成に係る

４年制カリキュラムへの対応は、中長期的な戦略として必要と考えられる。

◆ 加えて、近年の看護師不足に対応するための方策として、県内定着、離職防止、

県外からのIJUターンを促す仕組みも重要と考える。

◆ これらのことから、看護師の確保や将来において看護師に必要とされる資質・

能力について議論するとともに、少子高齢化等の社会構造の変化を踏まえ、資質

・能力の高い看護師を養成していく上での看護基礎教育の充実の方向性につい

て、幅広い分野の有識者等から意見を頂くことを目的として「看護師養成のあり

方に関する懇話会」を設置し、３回の議論を重ねてきた。以下に本懇話会での委

員からの意見を参考とし、今後の看護師養成のあり方をまとめたので報告する。

２ 医療・看護を取り巻く状況の変化について

◆ 今後更なる高齢化の進展により疾病を持ちながら長期間生活する人々の増加が

見込まれることから、生活全体を捉えながら生活の質の向上を図るための医療・

看護の提供を行っていくことが必要と考えられる。

◆ また、医療依存度の高い医療・看護がいろいろな分野で提供され、在宅や医療

機関、福祉施設といった機能に応じた適切な看護の提供が必要とされてきている。

◆ 少子化により若年人口の減少が進む中、看護学生の確保への影響が予想され

る。
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◆ また、急性期病院においては、高度な医療技術の習得や総合的な観察と判断、

対処する能力、他職種との連携・協働できる能力が必要である。

◆ 在宅医療では、地域で暮らす患者と家族を支え、問題を的確に捉え、対応困難

な場合は、どこと連携すればいいのかといった調整能力が求められるとともに、

ケースワーク、マネジメント能力も求められている。

５ 看護の基礎教育の充実の方向性について

～目指すべき教育と具体的な方策等～

（１）目指すべき教育について

◆ 看護基礎教育では、看護に必要な知識・技術の習得に加え、その知識に基づい

て思考する力、行動する力をもつ人材を育成することが必要である。

◆ また今後は、人間、生活、社会に対する理解力を高める等の豊かな一般教養や

医療倫理、人権教育の習得がさらに必要とされてくる。

◆ 医療が進展し、一人ひとりの患者の多様なニーズを満たすことができるような

対応をしていくことが看護師に求められてきていることから、医療・看護現場の

状況にもよるが、求められる看護師を養成するためには、看護基礎教育は３年で

は足りなくなってきている。

（２）看護師養成の具体的な方策等について

看護師に求められる資質・能力や目指すべき看護基礎教育について考察し、こ

れらをもとに看護師養成の具体的な方策について議論をしたところ、各委員から

の寄せられた主な意見は次のとおりであった。

ア 看護師養成の具体的な方策のケース

①県立看護専門学校の見直しを行い、県立看護大学を設置する。

②鳥取大学医学部保健学科看護学専攻の定員を、現在の８０人から増員する。

③鳥取大学医学部保健学科看護学専攻（定員８０人）のうち地域枠を現在の

１０人から増員し、大卒看護師の県内定着を図る。

④県立看護専門学校３年課程（鳥取看護専門学校と倉吉総合看護専門学校第

一看護学科）の修業年限を３年から４年とする。

イ 各委員からの主な意見

①県立看護大学の設置について
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１ 目的
地域の医療提供体制等を踏まえた看護職員の中期的な需給を見通し、本県における今後の看護職員

確保対策の検討を行う上での参考とする。
（需給見通し：５年毎に行われる全国一斉実態調査を基に各県において需要数・供給数を推計）

２ 鳥取県需給見通しの結果
○平成２７年推計値(最終年)：需要数８，８３２人－供給数８，５９４人＝２３８人
○Ｈ２７年には、看護職員２３８人の不足

（単位：人）

Ｈ２３年 Ｈ２４年 Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年

(140) (141) (141) (141) (141)

5,265 5,442 5,546 5,637 5,724

(88) (89) (90) (90) (90)

1,382 1,389 1,392 1,393 1,394

ⅰ）有床診療所 340 343 344 345 345

ⅱ）無床診療所 1,042 1,046 1,048 1,048 1,049

(12) (12) (12) (12) (14)

12 12 12 12 14

④訪問看護ステーション 170 174 174 178 181

⑤介護保険関係 1,078 1,084 1,095 1,097 1,099

ⅰ）介護療養型医療施設 89 89 89 89 89

ⅱ）介護老人保健施設 372 376 380 380 380

ⅲ）介護老人福祉施設 168 168 168 168 168

ⅳ）居宅サービス 376 378 382 384 386

ⅴ）地域包括支援センター 73 73 76 76 76

⑥社会福祉施設、在宅サービス（④を除く） 72 72 72 72 72

(10) (10) (10) (10) (10)

86 86 86 86 86

(1) (1) (1) (1) (1)

228 227 227 227 227

(0) (0) (0) (0) (0)

35 35 35 35 35

(251) (253) (254) (254) (256)

8,328 8,521 8,639 8,737 8,832

(240) (244) (248) (252) (256)

7,898 8,052 8,199 8,334 8,469

(8) (8) (8) (8) (8)

312 318 318 329 329

(7) (7) (7) (7) (7)

616 616 616 616 616

(11) (11) (11) (11) (11)

774 787 799 810 820

(244) (248) (252) (256) (260)

8,052 8,199 8,334 8,469 8,594

(7) (5) (2) (-2) (-4)

276 322 305 268 238

※常勤換算ベース。上段は助産師(再掲)

医 療 政 策 課

区 分

需

要

数

①病院

②診療所

⑧保健所・市町村

③助産所

⑦看護師等学校養成所

第七次看護職員需給見通しについて

⑯差引計（⑩－⑮）

⑨事業所、その他

⑩上記の計

供

給

数

⑪年当初就業者数

⑫新卒就業者数

⑬再就業者数

⑭退職等による減少数

⑮年末就業者数（⑪＋⑫＋⑬－⑭）
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